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「東京都立大学英語教育委託（長期継続契約）」に関する実施要領 

 
１ 件名 

東京都立大学英語教育委託（長期継続契約） 
 

２ 履行期間 

２０２５年４月１日から２０３０年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

東京都立大学南大沢キャンパス（八王子市南大沢１－１） 
及び日野キャンパス（日野市旭が丘６－６） 
 

４ 業務概要 

東京都立大学（以下「本学」という。）の英語教育においては、留学生活や海外生活、国際貢献

等の場面において、共通言語として必要とされる英語力の基礎を養成することを目的としている。

その基礎を固めるためには、NSE (Native Speaker of English) 講師による対人的コミュニケーシ

ョンの訓練の提供がきわめて有効であり、不可欠である。 
一方で、多数のNSE講師を擁する場合に生じがちな教育手法やクオリティのばらつきをなくし、

学生のレベルに合った授業内容・教育手法・教材を統括的に提供する必要がある。 
そこで、英語教育の一部を外部委託することによって、語学学校等が培ったノウハウを活かし

ながら、大学教育への応用をはかり、NSE 講師の安定的確保、統一メソッドによる授業のクオリ

ティを確保し、最大限の教育効果を求める。 
 
５ 委託内容 

別紙「仕様書」のとおり 
 
６ 技術提案等に関する評価項目並びに評価基準及び評価の配点 

別紙「東京都立大学英語教育委託（長期継続契約）落札者決定基準」による。 
 

７ 様式 

（１）会社概要（Ａ４判 横書き） １５部 
（２）技術提案書（Ａ４判 横書き）１５部及び電子媒体 

技術提案書の書式及び記載方法等の詳細については、別紙「「総合評価に係る提案書」に関す

る留意事項」による。 
 
８ 提出期限及び提出方法 

別紙「「総合評価に係る提案書」に関する留意事項」による。 
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９ 落札者の決定方法 

別紙「東京都立大学英語教育委託（長期継続契約）落札者決定基準」による。 
 

10 その他 

本要領に定めるもののほか、入札参加資格及びスケジュール等契約手続きについては、「入

札説明書」に公表された事項にしたがうこと。 

 
11 問い合わせ 

本件に関し質問等がある場合は、以下のとおり問い合わせること。 

（１）質問受付期間 
入札参加資格確認結果通知書の受領後から令和６年９月１８日(水) 午後 5時まで 

（２）質問方法 
受付期間内に、下記までメールにより文書にて質問すること。（電話、来訪等による口頭での

質問は受け付けない。） 
なお、寄せられた質問内容及び回答については、参加者全員に通知する。 

（３）問い合わせ先 
東京都公立大学法人 東京都立大学管理部教務課 担当：寺島 
〒197-0397 東京都八王子市南大沢一丁目１番 
e-mail：kyomu2@jmj.tmu.ac.jp 
電話 ：０４２－６７７－１１１１（内線２２１６） 
FAX ：０４２－６７７－１１９４ 


